
本校を転出される保護者さんへ

以下の手順で各手続きを行ってください。

１、 本校に来校していただき、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」
をお受け取り下さい。

２， 本校職員が新住所等をお尋ねしますので、わかる範囲で回答下さい。

本校での手続きは完了です。

３， 長浜市役所市民課で住民票の異動を行って下さい。

４， 転入先の役所に行かれ、住民票の異動を行い、「就学証明書」を受け
取ってください。

５， 「就学証明書」をご持参の上、指定された学校へ行き、本校でお渡し
した「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」をお渡し下さい。

尚、転入先の学校からも質問があると思われますので、できる範囲で
お答え下さい。
更に、新しい学校での生活についての説明があると思います。
その件に関して、保護者の方からも不明な点はお訊き下さい。

これで一応完了です。後は学校間で手続きを行います。
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